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条

例

青
森
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
五
十
一
号

青
森
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
三
十
六
年
一
月
青
森
県
条
例
第
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中

｢
(

次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。)

｣
を
削
る
。

第
六
条
第
一
項
中

｢

及
び
青
森
県
建
築
審
査
会｣

を

｢

、
青
森
県
建
築
審
査
会
及
び
青
森
県
建
築
士
審
査
会｣

に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
を
第
二
十
九
条
と
す
る
。

第
二
十
七
条
中

｢

第
七
条｣

を

｢

第
八
条｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
八
条
と
し
、
第
七
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

え
る
。

(

青
森
県
介
護
保
険
審
査
会
の
合
議
体
を
構
成
す
る
委
員
の
定
数)

第
七
条

青
森
県
介
護
保
険
審
査
会
の
介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
八
十
九
条
第
二
項
の
合
議
体
を
構
成
す
る
委
員
の
定
数
は
、
三
人
と
す
る
。

別
表
第
一
青
森
県
地
方
薬
事
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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別
表
第
一
青
森
県
水
防
協
議
会
の
項
中

｢

｣

を

｢

｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
青
森
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会
の
項
中

｢

｣

を

｢

｣

に
改
め
、
同
表
青
森
県
社
会
福
祉
審
議
会
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の
項
中

｢

｣

を

｢

｣

に
改
め
、
同
表
青
森
県
准
看
護
師
試
験
委
員
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
青
森
県
介
護
保
険
審
査
会
の
項
中

｢
(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

｣

を
削
り
、
同
表
青
森
県
救
急
搬
送
受
入
協
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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別
表
第
二
青
森
県
土
地
利
用
審
査
会
の
項
中

｢

｣

を

｢

｣

に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
二
十
八
条
を
第
二
十
九
条
と
す
る
改
正
規
定
、
第
二
十
七
条
の
改
正
規
定
、
同
条

を
第
二
十
八
条
と
し
、
第
七
条
か
ら
第
二
十
六
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
別
表
第
一
青
森
県
水
防
協
議
会
の
項
並
び
に
別
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表
第
二
青
森
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会
の
項
及
び
青
森
県
介
護
保
険
審
査
会
の
項
の
改
正
規
定
、
同
表
青
森
県
救
急
搬
送
受
入
協
議
会
の
項
の
次
に
青
森
県
森
林
審
議
会
の
項

及
び
青
森
県
建
設
工
事
紛
争
審
査
会
の
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
表
青
森
県
土
地
利
用
審
査
会
の
項
の
改
正
規
定
並
び
に
同
表
に
青
森
県
建
築
士
審
査
会
の
項
を
加
え
る
改

正
規
定
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

２

特
別
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
七
年
九
月
青
森
県
条
例
第
三
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
第
八
十
三
号
を
第
八
十
四
号
と
し
、
第
四
十
五
号
か
ら
第
八
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
十
五

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
推
進
会
議
委
員

第
五
条
中

｢

第
八
十
二
号｣

を

｢

第
八
十
三
号｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
中

｢

第
一
条
第
八
十
三
号｣

を

｢

第
一
条
第
八
十
四
号｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
後
期
高
齢
者
医
療
審
査
会
委
員
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(

特
別
職
の
職
員
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正)

３

特
別
職
の
職
員
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

(

昭
和
二
十
七
年
九
月
青
森
県
条
例
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
第
八
十
三
号
を
第
八
十
四
号
と
し
、
第
四
十
五
号
か
ら
第
八
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
十
五

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
推
進
会
議
委
員

第
三
条
第
一
項
中

｢

第
八
十
二
号｣

を

｢

第
八
十
三
号｣

に
改
め
る
。
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第
四
条
中

｢

第
一
条
第
八
十
三
号｣

を

｢

第
一
条
第
八
十
四
号｣

に
改
め
る
。

別
表
第
三
中

｢

後
期
高
齢
者
医
療
審
査
会
委
員｣

を

｢

後
期
高
齢
者
医
療
審
査
会
委
員

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
推
進
会
議
委
員｣

に
改
め
る
。

青
森
県
一
般
旅
券
発
給
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
五
十
二
号

青
森
県
一
般
旅
券
発
給
手
数
料
等
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

青
森
県
一
般
旅
券
発
給
手
数
料
等
徴
収
条
例

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
条
例
第
二
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

、
同
項
第
五
号
に
規
定
す
る
一
般
旅
券
の
記
載
事
項
の
訂
正
及
び
同
項
第
六
号｣

を

｢

及
び
同
項
第
五
号｣

に
改
め
る
。

第
二
条
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中

｢

第
二
十
条
第
一
項
第
六
号｣
を

｢

第
二
十
条
第
一
項
第
五
号｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
条
例
は
、
旅
券
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
九
号)
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
さ
れ
た
申
請
に
係
る
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

国
民
健
康
保
険
の
県
調
整
交
付
金
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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平
成
二
十
五
年
十
月
十
五
日

青

森

県

知

事

三

村

申

吾

青
森
県
条
例
第
五
十
三
号

国
民
健
康
保
険
の
県
調
整
交
付
金
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

国
民
健
康
保
険
の
県
調
整
交
付
金
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
七
年
十
月
青
森
県
条
例
第
六
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
項
中

｢

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日｣

を

｢

平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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